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本日のプログラム

次週例会 「クリスマス家族会」（親睦活動委員会）

「年次総会」（理事会）
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　　　　　　　   荒井　　剛会長
　皆さん、こんにち
は。お久しぶりです。
11月 27日の例会は
所用により欠席をさ
せていただきまし
た。７月から始まっ
たこの年度、１回だ

け欠席させていただきました。その際は、池田副会長
に挨拶をしていただいたということで、ありがとうご
ざいます。
　そのあと、私は１週間ほどサウジアラビアに行って
おりました。サウジアラビアから帰国した翌日に台北
中央ロータリークラブの式典に参加させていただきま
した。おととい、無事に帰ってまいりました。甲賀先
生の奥様にも参加していただきまして、総勢 17名で
台北中央ロータリークラブの 40周年の式典に参加し
てまいりました。
　その間、釧路では11月29～30日にロータリーカッ
プが釧路市内で開催されまして、松井大委員長、岩田
委員長、ロータリーカップに観戦などで参加していた
だいた会員の皆さん、ありがとうございます。ちょう
ど日程が重なっておりましたので、そちらには行けま
せんでしたが、しっかりと台北に行ってまいりました。
　サウジアラビアの話はいろいろな学びがあって、そ
こで学んだこと・得たことなどを別の時に皆さんに写
真を交えてお話ししたいと思います。とはいえ、一言
でホントにすごかったとしか言えないのですが。これ

は、仕事で行ったのではなくて、とある研修で 40～
50人くらいで行ったのです。そこで言われたのは
「行って帰って来て『楽しかった』という感想だけだっ
たら、それはサルと同じだ」と言われ続けておりまし
た。「そこで学んだこと・感じたことを振り返って、
今後の人生に生かしてください」がテーマでしたので、
それを含めて後日、お話できたらと思います。
　台北中央ロータリークラブの式典は、１年前に会長
エレクトとして参加した時に、「ウエルカム・ナイト
と式典をこういう流れでやるんだなあ」と見て、一年
前から横田幹事と何をすればいいか、どうすればいい
か、と大きな山場でした。
どうしたらいいかという時には、今回の訪台は東堂国
際奉仕委員長にはだいぶお世話になりました。東堂国
際奉仕委員長の指示の下で、みんなで壇上に上がって
ポリオのＴシャツを着て、キツネダンスを踊ってまい
りました。キツネダンスは長くも短くもできるのです
が、あらかじめ「短めに」と会場の皆さんに伝えたう
えで、１分ちょっとで行いました。みんなで踊りを合
わせたのは、ホント踊る数分前に裏方で盛り上がって、
そのまま壇上に上がってキツネダンスを踊って、すご
く盛り上がりました。やっている自分たちもすごく楽
しかったですし、会場の皆さんにも喜んでいただけた
のではないかと思います。そんな楽しい思いをして無
事に式典を終えることができました。
　その１日前のウエルカム・パーティやその日の観光
についても、東堂国際奉仕委員長に観光バスとかを手
配していただきました。私もロータリーに入って何回

か台湾に行かせていただきましたが、行ったことのな
かったニッチな所をリクエストして、私はネコが好き
なわけではないのですが、ネコ好きな人は必ず訪れる
というネコがたくさん住み着いているというネコ村を
観光させていただきました。
　あとは、十分で鉄道の所でランタンを上げたのです。
時間がなかったのですが、一人一人が願い事を書いて
上げたのです。ひとつのランタンに４面あるので、４
人が１組でひとつのランランを上げました。それもと
ても楽しいことでした。
　台北の方も「来年は、釧路ロータリークラブが 90
周年を迎えるので、ぜひ行きたいです」と言っていた
だけました。来ていただいた際には、こちらも台北中
央ロータリークラブの皆さんを歓待できればと思いま
す。
　今日は、年次総会ですので、年次総会のほうもよろ
しくお願いいたします。
　今日は以上で、会長挨拶を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
　
幹事報告　横田　英喜幹事
　幹事報告をさせていただきます。12月になりまし
たのでロータリーレートが変わります。１ドル 156
円になります。
　ガバナー月信第６号が配信されておりますのでご覧
いただければと思います。今回ではガバナー公式訪問
のことが主に書かれております。
　前々回の幹事報告でもお伝えした台北の国際大会の
締め切りが 12月 15日になっております。参加され
る方はマイロータリーから申し込むことができますの
でよろしくお願いいたします。
　それに付随する 2500 地区のナイト、日本人朝食会
につきましては 12月 10日が締め切りです。これは
クラブで取りまとめますので、参加される方は幹事ま
で連絡をお願いします。
　例会終了後に、第６回理事会がありますので理事の
方はお集まりください。
　以上です。

それでは、これより 2024-2025 年度年次総会を開会
します。
釧路ロータリークラブ細則第４条第１節に基づき、今
後の進行につきましては荒井会長が議長となり進めさ
せていただきます。荒井会長、よろしくお願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
では、不慣れですが
議長を務めさせてい
ただきますのでよろ
しくお願いいたしま
す。円滑な議事進行
へのご協力をお願い
いたします。

それでは釧路ロータリークラブ細則第５条第１節に基
づき年次総会を始めます。
はじめに、副会長、定足数の確認をお願いいたします。

池田一己副会長
定足数は釧路ロータリークラブ細則第１条の５に基づ
き会員総数の三分の一となります。本日、12月 4日
現在の会員総数は 106 名、従いまして定足数は 36
名となります。本日の出席者は 46名ですので本総会
が成立していることをご報告申し上げます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。本日の年次総会が成立すると
の報告がありました。
次に、議案の確認を行います。本日の議案は３点あり
ます。第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータリー
クラブ役員・理事の選挙について。第２号議案、前年
度の財務報告及び現年度の収入と収支を含む中間報
告。第３号議案、釧路ロータリークラブ定款・細則の
変更について。第４号議案、その他。となります。こ
こで、その他の議案をお持ちの方はいらっしゃるで
しょうか。
ないようですので、第４号議案、その他は削除とさせ
ていただきます。

それでは、第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータ
リークラブ役員・理事の選挙について、を進めさせて
いただきます。釧路ロータリークラブ細則第３条第１
節に基づき、11月６日に次年度役員及び理事の選挙
を告示し、立候補者を募りましたが 11月 13日の立
候補締め切りまでに申し出がございませんでした。従
いまして、細則に基づき指名委員会を設置し、11月
19日に開催した指名委員会において推挙する候補者
を決定いたしました。なお、指名委員会委員は、髙橋
直前会長、工藤会長エレクト、後藤パスト会長、池田
副会長、そして私の５名となっております。
はじめに、次々年度・2027-2028 年度会長候補者を
私から発表し、その後、次年度理事候補者を工藤エレ
クトから発表いたします。
それでは、次々年度会長候補者を発表いたします。指
名委員会において満場一致で決定した樋口貴広君を
次々年度会長に推挙いたします。

樋口貴広君は 2017 年７月１日に入会以降、15年間
に亘りこれまで、地区役員並びに釧路クラブでの各種
事業における実行委員会でも要職を務めあげ、クラブ
への多大な貢献も皆さんが知るところでもあります。
以上の点を含め、人格、経歴ともに素晴らしい人材と
判断し、推挙させていただくことを決定しました。皆
さまの満場の拍手をもってご承認いただければと思い
ます。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。全会一致の承認とさせてい
ただきます。
　それでは、会長ノミニーとなりました樋口貴広君よ
りご挨拶をお願いいたします。

ご挨拶　樋口　貴広会長ノミニー
ご承認いただき、あ
りがとうございまし
た。
いま、荒井会長より
ご紹介いただきまし
たが、2010 年７月
１日に入会して 15
年が過ぎました。その間、クラブではいろいろな役を
務めさせていただき、地区、その他でもいろいろ貴重
な経験をさせていただきました。また、学ぶ場を与え
ていただきました。おかげさまで自分も少しは成長で
きたな、釧路ロータリークラブのおかげで一回り大き
くなれたと大変感謝をしております。
今度は、この感謝の気持ちをお返しするべく、私が釧
路ロータリークラブのために働こうと、釧路ロータ
リークラブが少しでも成長できるよう、できるだけの
ことをしようと強く思っております。
これからスタートまではもう少し時間がございますの
で、しっかりと自分には何ができるのか、何をすべき
かを考えて、その時が来るまでにしっかり決めて行き
たいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま
す。
とはいえ、まだまだ未熟でございますので、私一人で
は何もできません。皆さまのお力添えを必要としてお
ります。今まで以上のご指導ご鞭撻、また、ご支援ご
協力をお願いいたしまして挨拶とさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。（拍手）

議長　荒井　　剛会長
樋口貴広ノミニー、ありがとうございました。
続きまして、2026-2027 年度の理事候補者について、
工藤会長エレクトより発表していただきます。工藤会
長エレクト、よろしくお願いいたします。

2026-2027 年度理事候補者発表
　　　　　工藤　彦夫会長エレクト　
皆さん、こんにちは。
2026-2027 年度釧
路ロータリークラブ
理事候補者を上程い
たします。
お名前を呼ばれた方
はその場でご起立く
ださい。
市橋多佳丞君、八幡好洋君、滝越康雄君、横田英喜君、
荒井剛君、樋口貴広君、村上祐二君、日理一哉君、藤
井敬亮君、瀧波大亮君、そして私、工藤彦夫、以上の
11名でございます。よろしくご審議、お願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。ただいま発表がありました次
年度理事につきまして、皆さまの拍手をもってご承認
いただければと思います。
（拍手）
ありがとうございます。全会一致でのご承認とさせて
いただきます。それでは工藤会長エレクト、ご挨拶を
お願いいたします。

ご挨拶　工藤　彦夫会長エレクト
ご承認ありがとうございました。
来年は 90周年ということで大きな節目を迎えます。
私たちは責任の重大さを痛感しております。皆さまの
ご協力の下、11人は力を合わせてクラブの運営を進
めたいと思います。
このほかに、会計監査として甲賀伸彦君、副ＳＡＡに
中島徳政君、副幹事としては渡部哲大君、倉見悠介と
なっております。全部で 15名です。
よろしくお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
工藤会長エレクト、ありがとうございます。
これで第１号議案を終わらせていただきます。続いて
第２号議案に移ります。
第２号議案、前年度の財務報告及び現年度の収入と支
出を含む中間報告についてです。まずは、前年度の財
務報告を髙橋直前会長、よろしくお願いいたします。

髙橋　直人直前会長
　こんにちは。11月 19日に吉田会計監査、甲賀会
計よりサインと印鑑をいただいてご承認をいただいて
おります。財務報告をいたします。
前年度の財政報告をさせていただきます。活動実施・
活動報告書ならびに財務報告書を先週、皆さまのパー

ソナルボックスにＵ
ＳＢメモリーにて提
出させていただいて
おりますので、印刷
した資料をテーブル
に１部ずつあります
のでご覧ください。

資料の内容についてからのご説明をさせていただきま
す。
一般会計の資産内訳、積立金の内訳です。釧路ロータ
リークラブ周年積立金が 974 万円。ガバナー事務局
運営協力金は前年度から増減なく 4,862,230 円。姉
妹クラブ交流積立金が 4,341,753 円。特別対策基金
は増減がなく 2,893,000 円。ガバナー補佐運営協力
積立金も増減なく 194,000 円です。ニコニコ献金は
私の年度は 614,000 の寄付がございましたので、こ
れは２年後の雑収入として計上させていただきます。
収入の部です。年度当初は 101 名でスタートしまし
た。当初の予算収入は例会の会場費の値上げのお願い
もあり、 29,421,413 円と見積もっておりましたが、
会員の増強のおかげで７名の会員が入会され、最終的
な収入合計は 32,077,056 円となりました。
収支の部です。25ページです。ＲＩ人頭分担金や寄付
など当初見積もったロータリーレートが 154 円でし
たが、実績として７月に急激な円安の影響もあり、上
期はなんと 161 円１銭、下期が 157 円となり、予算
より多い実績となっております。
クラブ内の内訳は全体的に少しずつ予算を上回る実績
となっております。各委員会などに経費を抑えていた
だきました。大幅な増額の実績となった所で、国際奉
仕委員会の 720,100 円の実績ですが、こちらは予算
で計上していなかった期の初めに台湾からの来訪者へ
の経費、そしてクラブ補助金事業のラチャブリーロー
タリークラブとの共同事業への支出があったことが実
績となっております。目につく所では、予算がゼロに
実績が計上されている所がありますが、これは新たに
項目を増やした所で予算を立てた時に項目がなかった
のでご承認いただければと思います。
結果、単年度の支出合計は 31,199,853 円の実績とな
ります。当初の会費の値上げのおかげもありまして、
繰越金は 877,203 円となりました。この繰越金のう
ち、30万円を嵯峨記念育英会に、57万円を釧路クラ
ブの周年積立金へと振り替えております。
最後に、次年度繰越収益額としては、11,508,975 円
となりました。
以上、簡単ではございますが、前年度の財務報告とさ
せていただきます。
ありがとうございました。

議長　荒井　　剛会長

髙橋直人直前会長、ありがとうございました。
つづいて、今年度の中間報告を横田幹事、願いします。
　
今年度中間報告　　横田　英喜幹事
今年度の中間報告をさせていただきます。中間とは言
いましても、まだ、11月の月次の決算が締まってお
りませんので、10月分までのものになります。毎月、
甲賀会計の熊谷さんから監査を受けておりますので
しっかりできていると思います。
収入の部に移ります。前年同月で考えてしまいますと、
10月分の会費の収入状況については悪かったのです。
前年と比べて人数が多いはずなのに総額としては悪く
て、11月になりまして未納の会員については再請求
をさせていただきました。そのおかげをもちまして、
98.2 パーセントの収入状況になっております。まだ、
若干名の未納の方がおりますが、これから声掛けをし
ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
続いて事業の支出に移ります。今年は地区大会が釧路
で開催されたので、予算には盛り込みましたが多額の
支出にはなっております。ただ、想定内の動きをして
おります。想定以外の部分としては例会費です。予算
では、60パーセントの、それでも少ないのですけれ
ども、出席率を見込んで例会費をとっておりましたが、
実際は 50パーセントを割る数字となっております。
お金が余ることはいいことなのかもしれないのですけ
ど、できるだけ皆さんで声掛けをしていただいて出席
されるように協力をお願いしたいと思います。
それ以降のものについても、想定しているところで行
きたいと思います。円滑な運営を進めて行きたいと思
いますので皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま
す。
１月になると下期の会費のお知らせをすると思います
が、その際には円滑な納付をよろしくお願いいたしま
す。
以上となります。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。
以上で第２号議案の報告させていただきましたが、第
２号議案について、皆さまの拍手をもちましてご承認
とさせていただければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
ありがとうございます。では、全会一致のご承認とさ
せていただきます。
　続きまして、第３号議案に移ります。第３号議案、
釧路ロータリークラブ定款・細則の変更について。こ
れについては横田幹事、よろしくお願いします。

横田　英喜幹事
　10月の理事会の後の翌週の例会および先週の例会

の幹事報告で、定款変更および細則の変更についての
ご案内をさせていただきました。
　なぜ、いま定款を変更しなければいけないかを説明
させていただきます。今年の５月に規定審議会という
ものが開催されました。規定審議会はどういうものか
というと、３年に１回開催される規定審議会は、ロー
タリーの組織の規定に関して変更を加える制定案と理
事会の意見を表明する意見表明案とに分かれておりま
して、そこでロータリーの標準ロータリークラブ定款
の変更が決められます。その３年に 1回の変更を受
けて、それぞれのロータリークラブは標準ロータリー
クラブ定款に則った変更を加えないといけないという
形になっております。それを受けての釧路クラブの今
回のロータリークラブの定款変更になります。
　大まかに変更する点を申し上げます。標準ロータ
リークラブ定款によって変わる部分です。大きく変わ
る部分としては、用語の変更の部分。地区研修協議会、
昔、ＰＥＴＳと呼ばれていたものは、クラブ・リーダー
シップ・ラーニング・セミナーに変更されましたので、
その部分を変更しました。用語の意義の変更がひとつ。
　もうひとつは、第７条です。年次総会はその他の例
会という名称に変えて、それを 12月末までに、31
日までに開催するという部分を１月 31日までに延長
する、という変更が加わっております。
　いま行っております中間財務諸表の発表も１月 31
日までにする、という変更になっております。
　大きく変わる所では、13条の会員身分の存続とい
う所です。自動的終結がＲＩ理事会によって決まって
おります。細則の手続きに従ってＲＩ理事会がクラブ
に指示した場合には、会員資格は自動的に終結をする、
と今年の規定審議会で変わりましたので、それを盛り
込んだロータリークラブの定款となっております。
　これは、これはダメだということではなくて、従わ
なければいけないということで理解をいただければと
思います。
　続きまして、細則に移りたいと思います。

　皆さんのお手元に、変更部分の冊子を配っておりま
す。
　第５条の会則の部分。第１節、本クラブの年次総会
を、赤字の部分です、原則として 12月第一例会に開
催し、次年度の役員と理事の選挙を行う。今日の例会
のことになります。ただし、理事会においてやむを得
ない事情があると判断した場合には、年次総会の開催
を前後２週間以内に変更することができる、と赤字の
部分を加えさせていただいております。
釧路クラブについては台北の旅行がある関係で、この
ように幅を持たせた形で年次総会を開催させていただ
きたいというのが込められておりますので、慎重な審
議をお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
　ありがとうございました。時間が迫ってまいりまし
たが、内容は、いま幹事が話したとおり細則の一部を
変更することになります。内容については前回と前々
回、幹事のほうからメールでも配られていました。そ
れに加えて今日の説明があったと思います。これにつ
いても、皆さまの拍手をもちまして承認とさせていた
だければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。これで細則の変更が承認さ
れたと理解します。
　以上で本日の議案は終了となります。皆さまのご協
力により円滑に進行することができました。ありがと
うございました。
　以上で議長の任を解かせていただきます。本日はあ
りがとうございました。

会長の時間
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■ 本日のプログラム ■
「年次総会」

　　　　　　　   荒井　　剛会長
　皆さん、こんにち
は。お久しぶりです。
11月 27日の例会は
所用により欠席をさ
せていただきまし
た。７月から始まっ
たこの年度、１回だ

け欠席させていただきました。その際は、池田副会長
に挨拶をしていただいたということで、ありがとうご
ざいます。
　そのあと、私は１週間ほどサウジアラビアに行って
おりました。サウジアラビアから帰国した翌日に台北
中央ロータリークラブの式典に参加させていただきま
した。おととい、無事に帰ってまいりました。甲賀先
生の奥様にも参加していただきまして、総勢 17名で
台北中央ロータリークラブの 40周年の式典に参加し
てまいりました。
　その間、釧路では11月29～30日にロータリーカッ
プが釧路市内で開催されまして、松井大委員長、岩田
委員長、ロータリーカップに観戦などで参加していた
だいた会員の皆さん、ありがとうございます。ちょう
ど日程が重なっておりましたので、そちらには行けま
せんでしたが、しっかりと台北に行ってまいりました。
　サウジアラビアの話はいろいろな学びがあって、そ
こで学んだこと・得たことなどを別の時に皆さんに写
真を交えてお話ししたいと思います。とはいえ、一言
でホントにすごかったとしか言えないのですが。これ

は、仕事で行ったのではなくて、とある研修で 40～
50人くらいで行ったのです。そこで言われたのは
「行って帰って来て『楽しかった』という感想だけだっ
たら、それはサルと同じだ」と言われ続けておりまし
た。「そこで学んだこと・感じたことを振り返って、
今後の人生に生かしてください」がテーマでしたので、
それを含めて後日、お話できたらと思います。
　台北中央ロータリークラブの式典は、１年前に会長
エレクトとして参加した時に、「ウエルカム・ナイト
と式典をこういう流れでやるんだなあ」と見て、一年
前から横田幹事と何をすればいいか、どうすればいい
か、と大きな山場でした。
どうしたらいいかという時には、今回の訪台は東堂国
際奉仕委員長にはだいぶお世話になりました。東堂国
際奉仕委員長の指示の下で、みんなで壇上に上がって
ポリオのＴシャツを着て、キツネダンスを踊ってまい
りました。キツネダンスは長くも短くもできるのです
が、あらかじめ「短めに」と会場の皆さんに伝えたう
えで、１分ちょっとで行いました。みんなで踊りを合
わせたのは、ホント踊る数分前に裏方で盛り上がって、
そのまま壇上に上がってキツネダンスを踊って、すご
く盛り上がりました。やっている自分たちもすごく楽
しかったですし、会場の皆さんにも喜んでいただけた
のではないかと思います。そんな楽しい思いをして無
事に式典を終えることができました。
　その１日前のウエルカム・パーティやその日の観光
についても、東堂国際奉仕委員長に観光バスとかを手
配していただきました。私もロータリーに入って何回

か台湾に行かせていただきましたが、行ったことのな
かったニッチな所をリクエストして、私はネコが好き
なわけではないのですが、ネコ好きな人は必ず訪れる
というネコがたくさん住み着いているというネコ村を
観光させていただきました。
　あとは、十分で鉄道の所でランタンを上げたのです。
時間がなかったのですが、一人一人が願い事を書いて
上げたのです。ひとつのランタンに４面あるので、４
人が１組でひとつのランランを上げました。それもと
ても楽しいことでした。
　台北の方も「来年は、釧路ロータリークラブが 90
周年を迎えるので、ぜひ行きたいです」と言っていた
だけました。来ていただいた際には、こちらも台北中
央ロータリークラブの皆さんを歓待できればと思いま
す。
　今日は、年次総会ですので、年次総会のほうもよろ
しくお願いいたします。
　今日は以上で、会長挨拶を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
　
幹事報告　横田　英喜幹事
　幹事報告をさせていただきます。12月になりまし
たのでロータリーレートが変わります。１ドル 156
円になります。
　ガバナー月信第６号が配信されておりますのでご覧
いただければと思います。今回ではガバナー公式訪問
のことが主に書かれております。
　前々回の幹事報告でもお伝えした台北の国際大会の
締め切りが 12月 15日になっております。参加され
る方はマイロータリーから申し込むことができますの
でよろしくお願いいたします。
　それに付随する 2500 地区のナイト、日本人朝食会
につきましては 12月 10日が締め切りです。これは
クラブで取りまとめますので、参加される方は幹事ま
で連絡をお願いします。
　例会終了後に、第６回理事会がありますので理事の
方はお集まりください。
　以上です。

それでは、これより 2024-2025 年度年次総会を開会
します。
釧路ロータリークラブ細則第４条第１節に基づき、今
後の進行につきましては荒井会長が議長となり進めさ
せていただきます。荒井会長、よろしくお願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
では、不慣れですが
議長を務めさせてい
ただきますのでよろ
しくお願いいたしま
す。円滑な議事進行
へのご協力をお願い
いたします。

それでは釧路ロータリークラブ細則第５条第１節に基
づき年次総会を始めます。
はじめに、副会長、定足数の確認をお願いいたします。

池田一己副会長
定足数は釧路ロータリークラブ細則第１条の５に基づ
き会員総数の三分の一となります。本日、12月 4日
現在の会員総数は 106 名、従いまして定足数は 36
名となります。本日の出席者は 46名ですので本総会
が成立していることをご報告申し上げます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。本日の年次総会が成立すると
の報告がありました。
次に、議案の確認を行います。本日の議案は３点あり
ます。第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータリー
クラブ役員・理事の選挙について。第２号議案、前年
度の財務報告及び現年度の収入と収支を含む中間報
告。第３号議案、釧路ロータリークラブ定款・細則の
変更について。第４号議案、その他。となります。こ
こで、その他の議案をお持ちの方はいらっしゃるで
しょうか。
ないようですので、第４号議案、その他は削除とさせ
ていただきます。

それでは、第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータ
リークラブ役員・理事の選挙について、を進めさせて
いただきます。釧路ロータリークラブ細則第３条第１
節に基づき、11月６日に次年度役員及び理事の選挙
を告示し、立候補者を募りましたが 11月 13日の立
候補締め切りまでに申し出がございませんでした。従
いまして、細則に基づき指名委員会を設置し、11月
19日に開催した指名委員会において推挙する候補者
を決定いたしました。なお、指名委員会委員は、髙橋
直前会長、工藤会長エレクト、後藤パスト会長、池田
副会長、そして私の５名となっております。
はじめに、次々年度・2027-2028 年度会長候補者を
私から発表し、その後、次年度理事候補者を工藤エレ
クトから発表いたします。
それでは、次々年度会長候補者を発表いたします。指
名委員会において満場一致で決定した樋口貴広君を
次々年度会長に推挙いたします。

樋口貴広君は 2017 年７月１日に入会以降、15年間
に亘りこれまで、地区役員並びに釧路クラブでの各種
事業における実行委員会でも要職を務めあげ、クラブ
への多大な貢献も皆さんが知るところでもあります。
以上の点を含め、人格、経歴ともに素晴らしい人材と
判断し、推挙させていただくことを決定しました。皆
さまの満場の拍手をもってご承認いただければと思い
ます。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。全会一致の承認とさせてい
ただきます。
　それでは、会長ノミニーとなりました樋口貴広君よ
りご挨拶をお願いいたします。

ご挨拶　樋口　貴広会長ノミニー
ご承認いただき、あ
りがとうございまし
た。
いま、荒井会長より
ご紹介いただきまし
たが、2010 年７月
１日に入会して 15
年が過ぎました。その間、クラブではいろいろな役を
務めさせていただき、地区、その他でもいろいろ貴重
な経験をさせていただきました。また、学ぶ場を与え
ていただきました。おかげさまで自分も少しは成長で
きたな、釧路ロータリークラブのおかげで一回り大き
くなれたと大変感謝をしております。
今度は、この感謝の気持ちをお返しするべく、私が釧
路ロータリークラブのために働こうと、釧路ロータ
リークラブが少しでも成長できるよう、できるだけの
ことをしようと強く思っております。
これからスタートまではもう少し時間がございますの
で、しっかりと自分には何ができるのか、何をすべき
かを考えて、その時が来るまでにしっかり決めて行き
たいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま
す。
とはいえ、まだまだ未熟でございますので、私一人で
は何もできません。皆さまのお力添えを必要としてお
ります。今まで以上のご指導ご鞭撻、また、ご支援ご
協力をお願いいたしまして挨拶とさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。（拍手）

議長　荒井　　剛会長
樋口貴広ノミニー、ありがとうございました。
続きまして、2026-2027 年度の理事候補者について、
工藤会長エレクトより発表していただきます。工藤会
長エレクト、よろしくお願いいたします。

2026-2027 年度理事候補者発表
　　　　　工藤　彦夫会長エレクト　
皆さん、こんにちは。
2026-2027 年度釧
路ロータリークラブ
理事候補者を上程い
たします。
お名前を呼ばれた方
はその場でご起立く
ださい。
市橋多佳丞君、八幡好洋君、滝越康雄君、横田英喜君、
荒井剛君、樋口貴広君、村上祐二君、日理一哉君、藤
井敬亮君、瀧波大亮君、そして私、工藤彦夫、以上の
11名でございます。よろしくご審議、お願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。ただいま発表がありました次
年度理事につきまして、皆さまの拍手をもってご承認
いただければと思います。
（拍手）
ありがとうございます。全会一致でのご承認とさせて
いただきます。それでは工藤会長エレクト、ご挨拶を
お願いいたします。

ご挨拶　工藤　彦夫会長エレクト
ご承認ありがとうございました。
来年は 90周年ということで大きな節目を迎えます。
私たちは責任の重大さを痛感しております。皆さまの
ご協力の下、11人は力を合わせてクラブの運営を進
めたいと思います。
このほかに、会計監査として甲賀伸彦君、副ＳＡＡに
中島徳政君、副幹事としては渡部哲大君、倉見悠介と
なっております。全部で 15名です。
よろしくお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
工藤会長エレクト、ありがとうございます。
これで第１号議案を終わらせていただきます。続いて
第２号議案に移ります。
第２号議案、前年度の財務報告及び現年度の収入と支
出を含む中間報告についてです。まずは、前年度の財
務報告を髙橋直前会長、よろしくお願いいたします。

髙橋　直人直前会長
　こんにちは。11月 19日に吉田会計監査、甲賀会
計よりサインと印鑑をいただいてご承認をいただいて
おります。財務報告をいたします。
前年度の財政報告をさせていただきます。活動実施・
活動報告書ならびに財務報告書を先週、皆さまのパー

ソナルボックスにＵ
ＳＢメモリーにて提
出させていただいて
おりますので、印刷
した資料をテーブル
に１部ずつあります
のでご覧ください。

資料の内容についてからのご説明をさせていただきま
す。
一般会計の資産内訳、積立金の内訳です。釧路ロータ
リークラブ周年積立金が 974 万円。ガバナー事務局
運営協力金は前年度から増減なく 4,862,230 円。姉
妹クラブ交流積立金が 4,341,753 円。特別対策基金
は増減がなく 2,893,000 円。ガバナー補佐運営協力
積立金も増減なく 194,000 円です。ニコニコ献金は
私の年度は 614,000 の寄付がございましたので、こ
れは２年後の雑収入として計上させていただきます。
収入の部です。年度当初は 101 名でスタートしまし
た。当初の予算収入は例会の会場費の値上げのお願い
もあり、 29,421,413 円と見積もっておりましたが、
会員の増強のおかげで７名の会員が入会され、最終的
な収入合計は 32,077,056 円となりました。
収支の部です。25ページです。ＲＩ人頭分担金や寄付
など当初見積もったロータリーレートが 154 円でし
たが、実績として７月に急激な円安の影響もあり、上
期はなんと 161 円１銭、下期が 157 円となり、予算
より多い実績となっております。
クラブ内の内訳は全体的に少しずつ予算を上回る実績
となっております。各委員会などに経費を抑えていた
だきました。大幅な増額の実績となった所で、国際奉
仕委員会の 720,100 円の実績ですが、こちらは予算
で計上していなかった期の初めに台湾からの来訪者へ
の経費、そしてクラブ補助金事業のラチャブリーロー
タリークラブとの共同事業への支出があったことが実
績となっております。目につく所では、予算がゼロに
実績が計上されている所がありますが、これは新たに
項目を増やした所で予算を立てた時に項目がなかった
のでご承認いただければと思います。
結果、単年度の支出合計は 31,199,853 円の実績とな
ります。当初の会費の値上げのおかげもありまして、
繰越金は 877,203 円となりました。この繰越金のう
ち、30万円を嵯峨記念育英会に、57万円を釧路クラ
ブの周年積立金へと振り替えております。
最後に、次年度繰越収益額としては、11,508,975 円
となりました。
以上、簡単ではございますが、前年度の財務報告とさ
せていただきます。
ありがとうございました。

議長　荒井　　剛会長

髙橋直人直前会長、ありがとうございました。
つづいて、今年度の中間報告を横田幹事、願いします。
　
今年度中間報告　　横田　英喜幹事
今年度の中間報告をさせていただきます。中間とは言
いましても、まだ、11月の月次の決算が締まってお
りませんので、10月分までのものになります。毎月、
甲賀会計の熊谷さんから監査を受けておりますので
しっかりできていると思います。
収入の部に移ります。前年同月で考えてしまいますと、
10月分の会費の収入状況については悪かったのです。
前年と比べて人数が多いはずなのに総額としては悪く
て、11月になりまして未納の会員については再請求
をさせていただきました。そのおかげをもちまして、
98.2 パーセントの収入状況になっております。まだ、
若干名の未納の方がおりますが、これから声掛けをし
ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
続いて事業の支出に移ります。今年は地区大会が釧路
で開催されたので、予算には盛り込みましたが多額の
支出にはなっております。ただ、想定内の動きをして
おります。想定以外の部分としては例会費です。予算
では、60パーセントの、それでも少ないのですけれ
ども、出席率を見込んで例会費をとっておりましたが、
実際は 50パーセントを割る数字となっております。
お金が余ることはいいことなのかもしれないのですけ
ど、できるだけ皆さんで声掛けをしていただいて出席
されるように協力をお願いしたいと思います。
それ以降のものについても、想定しているところで行
きたいと思います。円滑な運営を進めて行きたいと思
いますので皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま
す。
１月になると下期の会費のお知らせをすると思います
が、その際には円滑な納付をよろしくお願いいたしま
す。
以上となります。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。
以上で第２号議案の報告させていただきましたが、第
２号議案について、皆さまの拍手をもちましてご承認
とさせていただければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
ありがとうございます。では、全会一致のご承認とさ
せていただきます。
　続きまして、第３号議案に移ります。第３号議案、
釧路ロータリークラブ定款・細則の変更について。こ
れについては横田幹事、よろしくお願いします。

横田　英喜幹事
　10月の理事会の後の翌週の例会および先週の例会

の幹事報告で、定款変更および細則の変更についての
ご案内をさせていただきました。
　なぜ、いま定款を変更しなければいけないかを説明
させていただきます。今年の５月に規定審議会という
ものが開催されました。規定審議会はどういうものか
というと、３年に１回開催される規定審議会は、ロー
タリーの組織の規定に関して変更を加える制定案と理
事会の意見を表明する意見表明案とに分かれておりま
して、そこでロータリーの標準ロータリークラブ定款
の変更が決められます。その３年に 1回の変更を受
けて、それぞれのロータリークラブは標準ロータリー
クラブ定款に則った変更を加えないといけないという
形になっております。それを受けての釧路クラブの今
回のロータリークラブの定款変更になります。
　大まかに変更する点を申し上げます。標準ロータ
リークラブ定款によって変わる部分です。大きく変わ
る部分としては、用語の変更の部分。地区研修協議会、
昔、ＰＥＴＳと呼ばれていたものは、クラブ・リーダー
シップ・ラーニング・セミナーに変更されましたので、
その部分を変更しました。用語の意義の変更がひとつ。
　もうひとつは、第７条です。年次総会はその他の例
会という名称に変えて、それを 12月末までに、31
日までに開催するという部分を１月 31日までに延長
する、という変更が加わっております。
　いま行っております中間財務諸表の発表も１月 31
日までにする、という変更になっております。
　大きく変わる所では、13条の会員身分の存続とい
う所です。自動的終結がＲＩ理事会によって決まって
おります。細則の手続きに従ってＲＩ理事会がクラブ
に指示した場合には、会員資格は自動的に終結をする、
と今年の規定審議会で変わりましたので、それを盛り
込んだロータリークラブの定款となっております。
　これは、これはダメだということではなくて、従わ
なければいけないということで理解をいただければと
思います。
　続きまして、細則に移りたいと思います。

　皆さんのお手元に、変更部分の冊子を配っておりま
す。
　第５条の会則の部分。第１節、本クラブの年次総会
を、赤字の部分です、原則として 12月第一例会に開
催し、次年度の役員と理事の選挙を行う。今日の例会
のことになります。ただし、理事会においてやむを得
ない事情があると判断した場合には、年次総会の開催
を前後２週間以内に変更することができる、と赤字の
部分を加えさせていただいております。
釧路クラブについては台北の旅行がある関係で、この
ように幅を持たせた形で年次総会を開催させていただ
きたいというのが込められておりますので、慎重な審
議をお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
　ありがとうございました。時間が迫ってまいりまし
たが、内容は、いま幹事が話したとおり細則の一部を
変更することになります。内容については前回と前々
回、幹事のほうからメールでも配られていました。そ
れに加えて今日の説明があったと思います。これにつ
いても、皆さまの拍手をもちまして承認とさせていた
だければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。これで細則の変更が承認さ
れたと理解します。
　以上で本日の議案は終了となります。皆さまのご協
力により円滑に進行することができました。ありがと
うございました。
　以上で議長の任を解かせていただきます。本日はあ
りがとうございました。
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　　　　　　　   荒井　　剛会長
　皆さん、こんにち
は。お久しぶりです。
11月 27日の例会は
所用により欠席をさ
せていただきまし
た。７月から始まっ
たこの年度、１回だ

け欠席させていただきました。その際は、池田副会長
に挨拶をしていただいたということで、ありがとうご
ざいます。
　そのあと、私は１週間ほどサウジアラビアに行って
おりました。サウジアラビアから帰国した翌日に台北
中央ロータリークラブの式典に参加させていただきま
した。おととい、無事に帰ってまいりました。甲賀先
生の奥様にも参加していただきまして、総勢 17名で
台北中央ロータリークラブの 40周年の式典に参加し
てまいりました。
　その間、釧路では11月29～30日にロータリーカッ
プが釧路市内で開催されまして、松井大委員長、岩田
委員長、ロータリーカップに観戦などで参加していた
だいた会員の皆さん、ありがとうございます。ちょう
ど日程が重なっておりましたので、そちらには行けま
せんでしたが、しっかりと台北に行ってまいりました。
　サウジアラビアの話はいろいろな学びがあって、そ
こで学んだこと・得たことなどを別の時に皆さんに写
真を交えてお話ししたいと思います。とはいえ、一言
でホントにすごかったとしか言えないのですが。これ

は、仕事で行ったのではなくて、とある研修で 40～
50人くらいで行ったのです。そこで言われたのは
「行って帰って来て『楽しかった』という感想だけだっ
たら、それはサルと同じだ」と言われ続けておりまし
た。「そこで学んだこと・感じたことを振り返って、
今後の人生に生かしてください」がテーマでしたので、
それを含めて後日、お話できたらと思います。
　台北中央ロータリークラブの式典は、１年前に会長
エレクトとして参加した時に、「ウエルカム・ナイト
と式典をこういう流れでやるんだなあ」と見て、一年
前から横田幹事と何をすればいいか、どうすればいい
か、と大きな山場でした。
どうしたらいいかという時には、今回の訪台は東堂国
際奉仕委員長にはだいぶお世話になりました。東堂国
際奉仕委員長の指示の下で、みんなで壇上に上がって
ポリオのＴシャツを着て、キツネダンスを踊ってまい
りました。キツネダンスは長くも短くもできるのです
が、あらかじめ「短めに」と会場の皆さんに伝えたう
えで、１分ちょっとで行いました。みんなで踊りを合
わせたのは、ホント踊る数分前に裏方で盛り上がって、
そのまま壇上に上がってキツネダンスを踊って、すご
く盛り上がりました。やっている自分たちもすごく楽
しかったですし、会場の皆さんにも喜んでいただけた
のではないかと思います。そんな楽しい思いをして無
事に式典を終えることができました。
　その１日前のウエルカム・パーティやその日の観光
についても、東堂国際奉仕委員長に観光バスとかを手
配していただきました。私もロータリーに入って何回

か台湾に行かせていただきましたが、行ったことのな
かったニッチな所をリクエストして、私はネコが好き
なわけではないのですが、ネコ好きな人は必ず訪れる
というネコがたくさん住み着いているというネコ村を
観光させていただきました。
　あとは、十分で鉄道の所でランタンを上げたのです。
時間がなかったのですが、一人一人が願い事を書いて
上げたのです。ひとつのランタンに４面あるので、４
人が１組でひとつのランランを上げました。それもと
ても楽しいことでした。
　台北の方も「来年は、釧路ロータリークラブが 90
周年を迎えるので、ぜひ行きたいです」と言っていた
だけました。来ていただいた際には、こちらも台北中
央ロータリークラブの皆さんを歓待できればと思いま
す。
　今日は、年次総会ですので、年次総会のほうもよろ
しくお願いいたします。
　今日は以上で、会長挨拶を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
　
幹事報告　横田　英喜幹事
　幹事報告をさせていただきます。12月になりまし
たのでロータリーレートが変わります。１ドル 156
円になります。
　ガバナー月信第６号が配信されておりますのでご覧
いただければと思います。今回ではガバナー公式訪問
のことが主に書かれております。
　前々回の幹事報告でもお伝えした台北の国際大会の
締め切りが 12月 15日になっております。参加され
る方はマイロータリーから申し込むことができますの
でよろしくお願いいたします。
　それに付随する 2500 地区のナイト、日本人朝食会
につきましては 12月 10日が締め切りです。これは
クラブで取りまとめますので、参加される方は幹事ま
で連絡をお願いします。
　例会終了後に、第６回理事会がありますので理事の
方はお集まりください。
　以上です。

それでは、これより 2024-2025 年度年次総会を開会
します。
釧路ロータリークラブ細則第４条第１節に基づき、今
後の進行につきましては荒井会長が議長となり進めさ
せていただきます。荒井会長、よろしくお願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
では、不慣れですが
議長を務めさせてい
ただきますのでよろ
しくお願いいたしま
す。円滑な議事進行
へのご協力をお願い
いたします。

それでは釧路ロータリークラブ細則第５条第１節に基
づき年次総会を始めます。
はじめに、副会長、定足数の確認をお願いいたします。

池田一己副会長
定足数は釧路ロータリークラブ細則第１条の５に基づ
き会員総数の三分の一となります。本日、12月 4日
現在の会員総数は 106 名、従いまして定足数は 36
名となります。本日の出席者は 46名ですので本総会
が成立していることをご報告申し上げます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。本日の年次総会が成立すると
の報告がありました。
次に、議案の確認を行います。本日の議案は３点あり
ます。第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータリー
クラブ役員・理事の選挙について。第２号議案、前年
度の財務報告及び現年度の収入と収支を含む中間報
告。第３号議案、釧路ロータリークラブ定款・細則の
変更について。第４号議案、その他。となります。こ
こで、その他の議案をお持ちの方はいらっしゃるで
しょうか。
ないようですので、第４号議案、その他は削除とさせ
ていただきます。

それでは、第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータ
リークラブ役員・理事の選挙について、を進めさせて
いただきます。釧路ロータリークラブ細則第３条第１
節に基づき、11月６日に次年度役員及び理事の選挙
を告示し、立候補者を募りましたが 11月 13日の立
候補締め切りまでに申し出がございませんでした。従
いまして、細則に基づき指名委員会を設置し、11月
19日に開催した指名委員会において推挙する候補者
を決定いたしました。なお、指名委員会委員は、髙橋
直前会長、工藤会長エレクト、後藤パスト会長、池田
副会長、そして私の５名となっております。
はじめに、次々年度・2027-2028 年度会長候補者を
私から発表し、その後、次年度理事候補者を工藤エレ
クトから発表いたします。
それでは、次々年度会長候補者を発表いたします。指
名委員会において満場一致で決定した樋口貴広君を
次々年度会長に推挙いたします。

樋口貴広君は 2017 年７月１日に入会以降、15年間
に亘りこれまで、地区役員並びに釧路クラブでの各種
事業における実行委員会でも要職を務めあげ、クラブ
への多大な貢献も皆さんが知るところでもあります。
以上の点を含め、人格、経歴ともに素晴らしい人材と
判断し、推挙させていただくことを決定しました。皆
さまの満場の拍手をもってご承認いただければと思い
ます。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。全会一致の承認とさせてい
ただきます。
　それでは、会長ノミニーとなりました樋口貴広君よ
りご挨拶をお願いいたします。

ご挨拶　樋口　貴広会長ノミニー
ご承認いただき、あ
りがとうございまし
た。
いま、荒井会長より
ご紹介いただきまし
たが、2010 年７月
１日に入会して 15
年が過ぎました。その間、クラブではいろいろな役を
務めさせていただき、地区、その他でもいろいろ貴重
な経験をさせていただきました。また、学ぶ場を与え
ていただきました。おかげさまで自分も少しは成長で
きたな、釧路ロータリークラブのおかげで一回り大き
くなれたと大変感謝をしております。
今度は、この感謝の気持ちをお返しするべく、私が釧
路ロータリークラブのために働こうと、釧路ロータ
リークラブが少しでも成長できるよう、できるだけの
ことをしようと強く思っております。
これからスタートまではもう少し時間がございますの
で、しっかりと自分には何ができるのか、何をすべき
かを考えて、その時が来るまでにしっかり決めて行き
たいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま
す。
とはいえ、まだまだ未熟でございますので、私一人で
は何もできません。皆さまのお力添えを必要としてお
ります。今まで以上のご指導ご鞭撻、また、ご支援ご
協力をお願いいたしまして挨拶とさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。（拍手）

議長　荒井　　剛会長
樋口貴広ノミニー、ありがとうございました。
続きまして、2026-2027 年度の理事候補者について、
工藤会長エレクトより発表していただきます。工藤会
長エレクト、よろしくお願いいたします。

2026-2027 年度理事候補者発表
　　　　　工藤　彦夫会長エレクト　
皆さん、こんにちは。
2026-2027 年度釧
路ロータリークラブ
理事候補者を上程い
たします。
お名前を呼ばれた方
はその場でご起立く
ださい。
市橋多佳丞君、八幡好洋君、滝越康雄君、横田英喜君、
荒井剛君、樋口貴広君、村上祐二君、日理一哉君、藤
井敬亮君、瀧波大亮君、そして私、工藤彦夫、以上の
11名でございます。よろしくご審議、お願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。ただいま発表がありました次
年度理事につきまして、皆さまの拍手をもってご承認
いただければと思います。
（拍手）
ありがとうございます。全会一致でのご承認とさせて
いただきます。それでは工藤会長エレクト、ご挨拶を
お願いいたします。

ご挨拶　工藤　彦夫会長エレクト
ご承認ありがとうございました。
来年は 90周年ということで大きな節目を迎えます。
私たちは責任の重大さを痛感しております。皆さまの
ご協力の下、11人は力を合わせてクラブの運営を進
めたいと思います。
このほかに、会計監査として甲賀伸彦君、副ＳＡＡに
中島徳政君、副幹事としては渡部哲大君、倉見悠介と
なっております。全部で 15名です。
よろしくお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
工藤会長エレクト、ありがとうございます。
これで第１号議案を終わらせていただきます。続いて
第２号議案に移ります。
第２号議案、前年度の財務報告及び現年度の収入と支
出を含む中間報告についてです。まずは、前年度の財
務報告を髙橋直前会長、よろしくお願いいたします。

髙橋　直人直前会長
　こんにちは。11月 19日に吉田会計監査、甲賀会
計よりサインと印鑑をいただいてご承認をいただいて
おります。財務報告をいたします。
前年度の財政報告をさせていただきます。活動実施・
活動報告書ならびに財務報告書を先週、皆さまのパー

ソナルボックスにＵ
ＳＢメモリーにて提
出させていただいて
おりますので、印刷
した資料をテーブル
に１部ずつあります
のでご覧ください。

資料の内容についてからのご説明をさせていただきま
す。
一般会計の資産内訳、積立金の内訳です。釧路ロータ
リークラブ周年積立金が 974 万円。ガバナー事務局
運営協力金は前年度から増減なく 4,862,230 円。姉
妹クラブ交流積立金が 4,341,753 円。特別対策基金
は増減がなく 2,893,000 円。ガバナー補佐運営協力
積立金も増減なく 194,000 円です。ニコニコ献金は
私の年度は 614,000 の寄付がございましたので、こ
れは２年後の雑収入として計上させていただきます。
収入の部です。年度当初は 101 名でスタートしまし
た。当初の予算収入は例会の会場費の値上げのお願い
もあり、 29,421,413 円と見積もっておりましたが、
会員の増強のおかげで７名の会員が入会され、最終的
な収入合計は 32,077,056 円となりました。
収支の部です。25ページです。ＲＩ人頭分担金や寄付
など当初見積もったロータリーレートが 154 円でし
たが、実績として７月に急激な円安の影響もあり、上
期はなんと 161 円１銭、下期が 157 円となり、予算
より多い実績となっております。
クラブ内の内訳は全体的に少しずつ予算を上回る実績
となっております。各委員会などに経費を抑えていた
だきました。大幅な増額の実績となった所で、国際奉
仕委員会の 720,100 円の実績ですが、こちらは予算
で計上していなかった期の初めに台湾からの来訪者へ
の経費、そしてクラブ補助金事業のラチャブリーロー
タリークラブとの共同事業への支出があったことが実
績となっております。目につく所では、予算がゼロに
実績が計上されている所がありますが、これは新たに
項目を増やした所で予算を立てた時に項目がなかった
のでご承認いただければと思います。
結果、単年度の支出合計は 31,199,853 円の実績とな
ります。当初の会費の値上げのおかげもありまして、
繰越金は 877,203 円となりました。この繰越金のう
ち、30万円を嵯峨記念育英会に、57万円を釧路クラ
ブの周年積立金へと振り替えております。
最後に、次年度繰越収益額としては、11,508,975 円
となりました。
以上、簡単ではございますが、前年度の財務報告とさ
せていただきます。
ありがとうございました。

議長　荒井　　剛会長

髙橋直人直前会長、ありがとうございました。
つづいて、今年度の中間報告を横田幹事、願いします。
　
今年度中間報告　　横田　英喜幹事
今年度の中間報告をさせていただきます。中間とは言
いましても、まだ、11月の月次の決算が締まってお
りませんので、10月分までのものになります。毎月、
甲賀会計の熊谷さんから監査を受けておりますので
しっかりできていると思います。
収入の部に移ります。前年同月で考えてしまいますと、
10月分の会費の収入状況については悪かったのです。
前年と比べて人数が多いはずなのに総額としては悪く
て、11月になりまして未納の会員については再請求
をさせていただきました。そのおかげをもちまして、
98.2 パーセントの収入状況になっております。まだ、
若干名の未納の方がおりますが、これから声掛けをし
ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
続いて事業の支出に移ります。今年は地区大会が釧路
で開催されたので、予算には盛り込みましたが多額の
支出にはなっております。ただ、想定内の動きをして
おります。想定以外の部分としては例会費です。予算
では、60パーセントの、それでも少ないのですけれ
ども、出席率を見込んで例会費をとっておりましたが、
実際は 50パーセントを割る数字となっております。
お金が余ることはいいことなのかもしれないのですけ
ど、できるだけ皆さんで声掛けをしていただいて出席
されるように協力をお願いしたいと思います。
それ以降のものについても、想定しているところで行
きたいと思います。円滑な運営を進めて行きたいと思
いますので皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま
す。
１月になると下期の会費のお知らせをすると思います
が、その際には円滑な納付をよろしくお願いいたしま
す。
以上となります。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。
以上で第２号議案の報告させていただきましたが、第
２号議案について、皆さまの拍手をもちましてご承認
とさせていただければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
ありがとうございます。では、全会一致のご承認とさ
せていただきます。
　続きまして、第３号議案に移ります。第３号議案、
釧路ロータリークラブ定款・細則の変更について。こ
れについては横田幹事、よろしくお願いします。

横田　英喜幹事
　10月の理事会の後の翌週の例会および先週の例会

の幹事報告で、定款変更および細則の変更についての
ご案内をさせていただきました。
　なぜ、いま定款を変更しなければいけないかを説明
させていただきます。今年の５月に規定審議会という
ものが開催されました。規定審議会はどういうものか
というと、３年に１回開催される規定審議会は、ロー
タリーの組織の規定に関して変更を加える制定案と理
事会の意見を表明する意見表明案とに分かれておりま
して、そこでロータリーの標準ロータリークラブ定款
の変更が決められます。その３年に 1回の変更を受
けて、それぞれのロータリークラブは標準ロータリー
クラブ定款に則った変更を加えないといけないという
形になっております。それを受けての釧路クラブの今
回のロータリークラブの定款変更になります。
　大まかに変更する点を申し上げます。標準ロータ
リークラブ定款によって変わる部分です。大きく変わ
る部分としては、用語の変更の部分。地区研修協議会、
昔、ＰＥＴＳと呼ばれていたものは、クラブ・リーダー
シップ・ラーニング・セミナーに変更されましたので、
その部分を変更しました。用語の意義の変更がひとつ。
　もうひとつは、第７条です。年次総会はその他の例
会という名称に変えて、それを 12月末までに、31
日までに開催するという部分を１月 31日までに延長
する、という変更が加わっております。
　いま行っております中間財務諸表の発表も１月 31
日までにする、という変更になっております。
　大きく変わる所では、13条の会員身分の存続とい
う所です。自動的終結がＲＩ理事会によって決まって
おります。細則の手続きに従ってＲＩ理事会がクラブ
に指示した場合には、会員資格は自動的に終結をする、
と今年の規定審議会で変わりましたので、それを盛り
込んだロータリークラブの定款となっております。
　これは、これはダメだということではなくて、従わ
なければいけないということで理解をいただければと
思います。
　続きまして、細則に移りたいと思います。

　皆さんのお手元に、変更部分の冊子を配っておりま
す。
　第５条の会則の部分。第１節、本クラブの年次総会
を、赤字の部分です、原則として 12月第一例会に開
催し、次年度の役員と理事の選挙を行う。今日の例会
のことになります。ただし、理事会においてやむを得
ない事情があると判断した場合には、年次総会の開催
を前後２週間以内に変更することができる、と赤字の
部分を加えさせていただいております。
釧路クラブについては台北の旅行がある関係で、この
ように幅を持たせた形で年次総会を開催させていただ
きたいというのが込められておりますので、慎重な審
議をお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
　ありがとうございました。時間が迫ってまいりまし
たが、内容は、いま幹事が話したとおり細則の一部を
変更することになります。内容については前回と前々
回、幹事のほうからメールでも配られていました。そ
れに加えて今日の説明があったと思います。これにつ
いても、皆さまの拍手をもちまして承認とさせていた
だければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。これで細則の変更が承認さ
れたと理解します。
　以上で本日の議案は終了となります。皆さまのご協
力により円滑に進行することができました。ありがと
うございました。
　以上で議長の任を解かせていただきます。本日はあ
りがとうございました。
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　　　　　　　   荒井　　剛会長
　皆さん、こんにち
は。お久しぶりです。
11月 27日の例会は
所用により欠席をさ
せていただきまし
た。７月から始まっ
たこの年度、１回だ

け欠席させていただきました。その際は、池田副会長
に挨拶をしていただいたということで、ありがとうご
ざいます。
　そのあと、私は１週間ほどサウジアラビアに行って
おりました。サウジアラビアから帰国した翌日に台北
中央ロータリークラブの式典に参加させていただきま
した。おととい、無事に帰ってまいりました。甲賀先
生の奥様にも参加していただきまして、総勢 17名で
台北中央ロータリークラブの 40周年の式典に参加し
てまいりました。
　その間、釧路では11月29～30日にロータリーカッ
プが釧路市内で開催されまして、松井大委員長、岩田
委員長、ロータリーカップに観戦などで参加していた
だいた会員の皆さん、ありがとうございます。ちょう
ど日程が重なっておりましたので、そちらには行けま
せんでしたが、しっかりと台北に行ってまいりました。
　サウジアラビアの話はいろいろな学びがあって、そ
こで学んだこと・得たことなどを別の時に皆さんに写
真を交えてお話ししたいと思います。とはいえ、一言
でホントにすごかったとしか言えないのですが。これ

は、仕事で行ったのではなくて、とある研修で 40～
50人くらいで行ったのです。そこで言われたのは
「行って帰って来て『楽しかった』という感想だけだっ
たら、それはサルと同じだ」と言われ続けておりまし
た。「そこで学んだこと・感じたことを振り返って、
今後の人生に生かしてください」がテーマでしたので、
それを含めて後日、お話できたらと思います。
　台北中央ロータリークラブの式典は、１年前に会長
エレクトとして参加した時に、「ウエルカム・ナイト
と式典をこういう流れでやるんだなあ」と見て、一年
前から横田幹事と何をすればいいか、どうすればいい
か、と大きな山場でした。
どうしたらいいかという時には、今回の訪台は東堂国
際奉仕委員長にはだいぶお世話になりました。東堂国
際奉仕委員長の指示の下で、みんなで壇上に上がって
ポリオのＴシャツを着て、キツネダンスを踊ってまい
りました。キツネダンスは長くも短くもできるのです
が、あらかじめ「短めに」と会場の皆さんに伝えたう
えで、１分ちょっとで行いました。みんなで踊りを合
わせたのは、ホント踊る数分前に裏方で盛り上がって、
そのまま壇上に上がってキツネダンスを踊って、すご
く盛り上がりました。やっている自分たちもすごく楽
しかったですし、会場の皆さんにも喜んでいただけた
のではないかと思います。そんな楽しい思いをして無
事に式典を終えることができました。
　その１日前のウエルカム・パーティやその日の観光
についても、東堂国際奉仕委員長に観光バスとかを手
配していただきました。私もロータリーに入って何回

か台湾に行かせていただきましたが、行ったことのな
かったニッチな所をリクエストして、私はネコが好き
なわけではないのですが、ネコ好きな人は必ず訪れる
というネコがたくさん住み着いているというネコ村を
観光させていただきました。
　あとは、十分で鉄道の所でランタンを上げたのです。
時間がなかったのですが、一人一人が願い事を書いて
上げたのです。ひとつのランタンに４面あるので、４
人が１組でひとつのランランを上げました。それもと
ても楽しいことでした。
　台北の方も「来年は、釧路ロータリークラブが 90
周年を迎えるので、ぜひ行きたいです」と言っていた
だけました。来ていただいた際には、こちらも台北中
央ロータリークラブの皆さんを歓待できればと思いま
す。
　今日は、年次総会ですので、年次総会のほうもよろ
しくお願いいたします。
　今日は以上で、会長挨拶を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
　
幹事報告　横田　英喜幹事
　幹事報告をさせていただきます。12月になりまし
たのでロータリーレートが変わります。１ドル 156
円になります。
　ガバナー月信第６号が配信されておりますのでご覧
いただければと思います。今回ではガバナー公式訪問
のことが主に書かれております。
　前々回の幹事報告でもお伝えした台北の国際大会の
締め切りが 12月 15日になっております。参加され
る方はマイロータリーから申し込むことができますの
でよろしくお願いいたします。
　それに付随する 2500 地区のナイト、日本人朝食会
につきましては 12月 10日が締め切りです。これは
クラブで取りまとめますので、参加される方は幹事ま
で連絡をお願いします。
　例会終了後に、第６回理事会がありますので理事の
方はお集まりください。
　以上です。

それでは、これより 2024-2025 年度年次総会を開会
します。
釧路ロータリークラブ細則第４条第１節に基づき、今
後の進行につきましては荒井会長が議長となり進めさ
せていただきます。荒井会長、よろしくお願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
では、不慣れですが
議長を務めさせてい
ただきますのでよろ
しくお願いいたしま
す。円滑な議事進行
へのご協力をお願い
いたします。

それでは釧路ロータリークラブ細則第５条第１節に基
づき年次総会を始めます。
はじめに、副会長、定足数の確認をお願いいたします。

池田一己副会長
定足数は釧路ロータリークラブ細則第１条の５に基づ
き会員総数の三分の一となります。本日、12月 4日
現在の会員総数は 106 名、従いまして定足数は 36
名となります。本日の出席者は 46名ですので本総会
が成立していることをご報告申し上げます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。本日の年次総会が成立すると
の報告がありました。
次に、議案の確認を行います。本日の議案は３点あり
ます。第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータリー
クラブ役員・理事の選挙について。第２号議案、前年
度の財務報告及び現年度の収入と収支を含む中間報
告。第３号議案、釧路ロータリークラブ定款・細則の
変更について。第４号議案、その他。となります。こ
こで、その他の議案をお持ちの方はいらっしゃるで
しょうか。
ないようですので、第４号議案、その他は削除とさせ
ていただきます。

それでは、第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータ
リークラブ役員・理事の選挙について、を進めさせて
いただきます。釧路ロータリークラブ細則第３条第１
節に基づき、11月６日に次年度役員及び理事の選挙
を告示し、立候補者を募りましたが 11月 13日の立
候補締め切りまでに申し出がございませんでした。従
いまして、細則に基づき指名委員会を設置し、11月
19日に開催した指名委員会において推挙する候補者
を決定いたしました。なお、指名委員会委員は、髙橋
直前会長、工藤会長エレクト、後藤パスト会長、池田
副会長、そして私の５名となっております。
はじめに、次々年度・2027-2028 年度会長候補者を
私から発表し、その後、次年度理事候補者を工藤エレ
クトから発表いたします。
それでは、次々年度会長候補者を発表いたします。指
名委員会において満場一致で決定した樋口貴広君を
次々年度会長に推挙いたします。

樋口貴広君は 2017 年７月１日に入会以降、15年間
に亘りこれまで、地区役員並びに釧路クラブでの各種
事業における実行委員会でも要職を務めあげ、クラブ
への多大な貢献も皆さんが知るところでもあります。
以上の点を含め、人格、経歴ともに素晴らしい人材と
判断し、推挙させていただくことを決定しました。皆
さまの満場の拍手をもってご承認いただければと思い
ます。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。全会一致の承認とさせてい
ただきます。
　それでは、会長ノミニーとなりました樋口貴広君よ
りご挨拶をお願いいたします。

ご挨拶　樋口　貴広会長ノミニー
ご承認いただき、あ
りがとうございまし
た。
いま、荒井会長より
ご紹介いただきまし
たが、2010 年７月
１日に入会して 15
年が過ぎました。その間、クラブではいろいろな役を
務めさせていただき、地区、その他でもいろいろ貴重
な経験をさせていただきました。また、学ぶ場を与え
ていただきました。おかげさまで自分も少しは成長で
きたな、釧路ロータリークラブのおかげで一回り大き
くなれたと大変感謝をしております。
今度は、この感謝の気持ちをお返しするべく、私が釧
路ロータリークラブのために働こうと、釧路ロータ
リークラブが少しでも成長できるよう、できるだけの
ことをしようと強く思っております。
これからスタートまではもう少し時間がございますの
で、しっかりと自分には何ができるのか、何をすべき
かを考えて、その時が来るまでにしっかり決めて行き
たいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま
す。
とはいえ、まだまだ未熟でございますので、私一人で
は何もできません。皆さまのお力添えを必要としてお
ります。今まで以上のご指導ご鞭撻、また、ご支援ご
協力をお願いいたしまして挨拶とさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。（拍手）

議長　荒井　　剛会長
樋口貴広ノミニー、ありがとうございました。
続きまして、2026-2027 年度の理事候補者について、
工藤会長エレクトより発表していただきます。工藤会
長エレクト、よろしくお願いいたします。

2026-2027 年度理事候補者発表
　　　　　工藤　彦夫会長エレクト　
皆さん、こんにちは。
2026-2027 年度釧
路ロータリークラブ
理事候補者を上程い
たします。
お名前を呼ばれた方
はその場でご起立く
ださい。
市橋多佳丞君、八幡好洋君、滝越康雄君、横田英喜君、
荒井剛君、樋口貴広君、村上祐二君、日理一哉君、藤
井敬亮君、瀧波大亮君、そして私、工藤彦夫、以上の
11名でございます。よろしくご審議、お願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。ただいま発表がありました次
年度理事につきまして、皆さまの拍手をもってご承認
いただければと思います。
（拍手）
ありがとうございます。全会一致でのご承認とさせて
いただきます。それでは工藤会長エレクト、ご挨拶を
お願いいたします。

ご挨拶　工藤　彦夫会長エレクト
ご承認ありがとうございました。
来年は 90周年ということで大きな節目を迎えます。
私たちは責任の重大さを痛感しております。皆さまの
ご協力の下、11人は力を合わせてクラブの運営を進
めたいと思います。
このほかに、会計監査として甲賀伸彦君、副ＳＡＡに
中島徳政君、副幹事としては渡部哲大君、倉見悠介と
なっております。全部で 15名です。
よろしくお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
工藤会長エレクト、ありがとうございます。
これで第１号議案を終わらせていただきます。続いて
第２号議案に移ります。
第２号議案、前年度の財務報告及び現年度の収入と支
出を含む中間報告についてです。まずは、前年度の財
務報告を髙橋直前会長、よろしくお願いいたします。

髙橋　直人直前会長
　こんにちは。11月 19日に吉田会計監査、甲賀会
計よりサインと印鑑をいただいてご承認をいただいて
おります。財務報告をいたします。
前年度の財政報告をさせていただきます。活動実施・
活動報告書ならびに財務報告書を先週、皆さまのパー

ソナルボックスにＵ
ＳＢメモリーにて提
出させていただいて
おりますので、印刷
した資料をテーブル
に１部ずつあります
のでご覧ください。

資料の内容についてからのご説明をさせていただきま
す。
一般会計の資産内訳、積立金の内訳です。釧路ロータ
リークラブ周年積立金が 974 万円。ガバナー事務局
運営協力金は前年度から増減なく 4,862,230 円。姉
妹クラブ交流積立金が 4,341,753 円。特別対策基金
は増減がなく 2,893,000 円。ガバナー補佐運営協力
積立金も増減なく 194,000 円です。ニコニコ献金は
私の年度は 614,000 の寄付がございましたので、こ
れは２年後の雑収入として計上させていただきます。
収入の部です。年度当初は 101 名でスタートしまし
た。当初の予算収入は例会の会場費の値上げのお願い
もあり、 29,421,413 円と見積もっておりましたが、
会員の増強のおかげで７名の会員が入会され、最終的
な収入合計は 32,077,056 円となりました。
収支の部です。25ページです。ＲＩ人頭分担金や寄付
など当初見積もったロータリーレートが 154 円でし
たが、実績として７月に急激な円安の影響もあり、上
期はなんと 161 円１銭、下期が 157 円となり、予算
より多い実績となっております。
クラブ内の内訳は全体的に少しずつ予算を上回る実績
となっております。各委員会などに経費を抑えていた
だきました。大幅な増額の実績となった所で、国際奉
仕委員会の 720,100 円の実績ですが、こちらは予算
で計上していなかった期の初めに台湾からの来訪者へ
の経費、そしてクラブ補助金事業のラチャブリーロー
タリークラブとの共同事業への支出があったことが実
績となっております。目につく所では、予算がゼロに
実績が計上されている所がありますが、これは新たに
項目を増やした所で予算を立てた時に項目がなかった
のでご承認いただければと思います。
結果、単年度の支出合計は 31,199,853 円の実績とな
ります。当初の会費の値上げのおかげもありまして、
繰越金は 877,203 円となりました。この繰越金のう
ち、30万円を嵯峨記念育英会に、57万円を釧路クラ
ブの周年積立金へと振り替えております。
最後に、次年度繰越収益額としては、11,508,975 円
となりました。
以上、簡単ではございますが、前年度の財務報告とさ
せていただきます。
ありがとうございました。

議長　荒井　　剛会長

髙橋直人直前会長、ありがとうございました。
つづいて、今年度の中間報告を横田幹事、願いします。
　
今年度中間報告　　横田　英喜幹事
今年度の中間報告をさせていただきます。中間とは言
いましても、まだ、11月の月次の決算が締まってお
りませんので、10月分までのものになります。毎月、
甲賀会計の熊谷さんから監査を受けておりますので
しっかりできていると思います。
収入の部に移ります。前年同月で考えてしまいますと、
10月分の会費の収入状況については悪かったのです。
前年と比べて人数が多いはずなのに総額としては悪く
て、11月になりまして未納の会員については再請求
をさせていただきました。そのおかげをもちまして、
98.2 パーセントの収入状況になっております。まだ、
若干名の未納の方がおりますが、これから声掛けをし
ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
続いて事業の支出に移ります。今年は地区大会が釧路
で開催されたので、予算には盛り込みましたが多額の
支出にはなっております。ただ、想定内の動きをして
おります。想定以外の部分としては例会費です。予算
では、60パーセントの、それでも少ないのですけれ
ども、出席率を見込んで例会費をとっておりましたが、
実際は 50パーセントを割る数字となっております。
お金が余ることはいいことなのかもしれないのですけ
ど、できるだけ皆さんで声掛けをしていただいて出席
されるように協力をお願いしたいと思います。
それ以降のものについても、想定しているところで行
きたいと思います。円滑な運営を進めて行きたいと思
いますので皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま
す。
１月になると下期の会費のお知らせをすると思います
が、その際には円滑な納付をよろしくお願いいたしま
す。
以上となります。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。
以上で第２号議案の報告させていただきましたが、第
２号議案について、皆さまの拍手をもちましてご承認
とさせていただければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
ありがとうございます。では、全会一致のご承認とさ
せていただきます。
　続きまして、第３号議案に移ります。第３号議案、
釧路ロータリークラブ定款・細則の変更について。こ
れについては横田幹事、よろしくお願いします。

横田　英喜幹事
　10月の理事会の後の翌週の例会および先週の例会

の幹事報告で、定款変更および細則の変更についての
ご案内をさせていただきました。
　なぜ、いま定款を変更しなければいけないかを説明
させていただきます。今年の５月に規定審議会という
ものが開催されました。規定審議会はどういうものか
というと、３年に１回開催される規定審議会は、ロー
タリーの組織の規定に関して変更を加える制定案と理
事会の意見を表明する意見表明案とに分かれておりま
して、そこでロータリーの標準ロータリークラブ定款
の変更が決められます。その３年に 1回の変更を受
けて、それぞれのロータリークラブは標準ロータリー
クラブ定款に則った変更を加えないといけないという
形になっております。それを受けての釧路クラブの今
回のロータリークラブの定款変更になります。
　大まかに変更する点を申し上げます。標準ロータ
リークラブ定款によって変わる部分です。大きく変わ
る部分としては、用語の変更の部分。地区研修協議会、
昔、ＰＥＴＳと呼ばれていたものは、クラブ・リーダー
シップ・ラーニング・セミナーに変更されましたので、
その部分を変更しました。用語の意義の変更がひとつ。
　もうひとつは、第７条です。年次総会はその他の例
会という名称に変えて、それを 12月末までに、31
日までに開催するという部分を１月 31日までに延長
する、という変更が加わっております。
　いま行っております中間財務諸表の発表も１月 31
日までにする、という変更になっております。
　大きく変わる所では、13条の会員身分の存続とい
う所です。自動的終結がＲＩ理事会によって決まって
おります。細則の手続きに従ってＲＩ理事会がクラブ
に指示した場合には、会員資格は自動的に終結をする、
と今年の規定審議会で変わりましたので、それを盛り
込んだロータリークラブの定款となっております。
　これは、これはダメだということではなくて、従わ
なければいけないということで理解をいただければと
思います。
　続きまして、細則に移りたいと思います。

　皆さんのお手元に、変更部分の冊子を配っておりま
す。
　第５条の会則の部分。第１節、本クラブの年次総会
を、赤字の部分です、原則として 12月第一例会に開
催し、次年度の役員と理事の選挙を行う。今日の例会
のことになります。ただし、理事会においてやむを得
ない事情があると判断した場合には、年次総会の開催
を前後２週間以内に変更することができる、と赤字の
部分を加えさせていただいております。
釧路クラブについては台北の旅行がある関係で、この
ように幅を持たせた形で年次総会を開催させていただ
きたいというのが込められておりますので、慎重な審
議をお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
　ありがとうございました。時間が迫ってまいりまし
たが、内容は、いま幹事が話したとおり細則の一部を
変更することになります。内容については前回と前々
回、幹事のほうからメールでも配られていました。そ
れに加えて今日の説明があったと思います。これにつ
いても、皆さまの拍手をもちまして承認とさせていた
だければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。これで細則の変更が承認さ
れたと理解します。
　以上で本日の議案は終了となります。皆さまのご協
力により円滑に進行することができました。ありがと
うございました。
　以上で議長の任を解かせていただきます。本日はあ
りがとうございました。



 

　　　　　　　   荒井　　剛会長
　皆さん、こんにち
は。お久しぶりです。
11月 27日の例会は
所用により欠席をさ
せていただきまし
た。７月から始まっ
たこの年度、１回だ

け欠席させていただきました。その際は、池田副会長
に挨拶をしていただいたということで、ありがとうご
ざいます。
　そのあと、私は１週間ほどサウジアラビアに行って
おりました。サウジアラビアから帰国した翌日に台北
中央ロータリークラブの式典に参加させていただきま
した。おととい、無事に帰ってまいりました。甲賀先
生の奥様にも参加していただきまして、総勢 17名で
台北中央ロータリークラブの 40周年の式典に参加し
てまいりました。
　その間、釧路では11月29～30日にロータリーカッ
プが釧路市内で開催されまして、松井大委員長、岩田
委員長、ロータリーカップに観戦などで参加していた
だいた会員の皆さん、ありがとうございます。ちょう
ど日程が重なっておりましたので、そちらには行けま
せんでしたが、しっかりと台北に行ってまいりました。
　サウジアラビアの話はいろいろな学びがあって、そ
こで学んだこと・得たことなどを別の時に皆さんに写
真を交えてお話ししたいと思います。とはいえ、一言
でホントにすごかったとしか言えないのですが。これ

は、仕事で行ったのではなくて、とある研修で 40～
50人くらいで行ったのです。そこで言われたのは
「行って帰って来て『楽しかった』という感想だけだっ
たら、それはサルと同じだ」と言われ続けておりまし
た。「そこで学んだこと・感じたことを振り返って、
今後の人生に生かしてください」がテーマでしたので、
それを含めて後日、お話できたらと思います。
　台北中央ロータリークラブの式典は、１年前に会長
エレクトとして参加した時に、「ウエルカム・ナイト
と式典をこういう流れでやるんだなあ」と見て、一年
前から横田幹事と何をすればいいか、どうすればいい
か、と大きな山場でした。
どうしたらいいかという時には、今回の訪台は東堂国
際奉仕委員長にはだいぶお世話になりました。東堂国
際奉仕委員長の指示の下で、みんなで壇上に上がって
ポリオのＴシャツを着て、キツネダンスを踊ってまい
りました。キツネダンスは長くも短くもできるのです
が、あらかじめ「短めに」と会場の皆さんに伝えたう
えで、１分ちょっとで行いました。みんなで踊りを合
わせたのは、ホント踊る数分前に裏方で盛り上がって、
そのまま壇上に上がってキツネダンスを踊って、すご
く盛り上がりました。やっている自分たちもすごく楽
しかったですし、会場の皆さんにも喜んでいただけた
のではないかと思います。そんな楽しい思いをして無
事に式典を終えることができました。
　その１日前のウエルカム・パーティやその日の観光
についても、東堂国際奉仕委員長に観光バスとかを手
配していただきました。私もロータリーに入って何回

か台湾に行かせていただきましたが、行ったことのな
かったニッチな所をリクエストして、私はネコが好き
なわけではないのですが、ネコ好きな人は必ず訪れる
というネコがたくさん住み着いているというネコ村を
観光させていただきました。
　あとは、十分で鉄道の所でランタンを上げたのです。
時間がなかったのですが、一人一人が願い事を書いて
上げたのです。ひとつのランタンに４面あるので、４
人が１組でひとつのランランを上げました。それもと
ても楽しいことでした。
　台北の方も「来年は、釧路ロータリークラブが 90
周年を迎えるので、ぜひ行きたいです」と言っていた
だけました。来ていただいた際には、こちらも台北中
央ロータリークラブの皆さんを歓待できればと思いま
す。
　今日は、年次総会ですので、年次総会のほうもよろ
しくお願いいたします。
　今日は以上で、会長挨拶を終わらせていただきます。
ありがとうございます。
　
幹事報告　横田　英喜幹事
　幹事報告をさせていただきます。12月になりまし
たのでロータリーレートが変わります。１ドル 156
円になります。
　ガバナー月信第６号が配信されておりますのでご覧
いただければと思います。今回ではガバナー公式訪問
のことが主に書かれております。
　前々回の幹事報告でもお伝えした台北の国際大会の
締め切りが 12月 15日になっております。参加され
る方はマイロータリーから申し込むことができますの
でよろしくお願いいたします。
　それに付随する 2500 地区のナイト、日本人朝食会
につきましては 12月 10日が締め切りです。これは
クラブで取りまとめますので、参加される方は幹事ま
で連絡をお願いします。
　例会終了後に、第６回理事会がありますので理事の
方はお集まりください。
　以上です。

それでは、これより 2024-2025 年度年次総会を開会
します。
釧路ロータリークラブ細則第４条第１節に基づき、今
後の進行につきましては荒井会長が議長となり進めさ
せていただきます。荒井会長、よろしくお願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
では、不慣れですが
議長を務めさせてい
ただきますのでよろ
しくお願いいたしま
す。円滑な議事進行
へのご協力をお願い
いたします。

それでは釧路ロータリークラブ細則第５条第１節に基
づき年次総会を始めます。
はじめに、副会長、定足数の確認をお願いいたします。

池田一己副会長
定足数は釧路ロータリークラブ細則第１条の５に基づ
き会員総数の三分の一となります。本日、12月 4日
現在の会員総数は 106 名、従いまして定足数は 36
名となります。本日の出席者は 46名ですので本総会
が成立していることをご報告申し上げます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。本日の年次総会が成立すると
の報告がありました。
次に、議案の確認を行います。本日の議案は３点あり
ます。第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータリー
クラブ役員・理事の選挙について。第２号議案、前年
度の財務報告及び現年度の収入と収支を含む中間報
告。第３号議案、釧路ロータリークラブ定款・細則の
変更について。第４号議案、その他。となります。こ
こで、その他の議案をお持ちの方はいらっしゃるで
しょうか。
ないようですので、第４号議案、その他は削除とさせ
ていただきます。

それでは、第１号議案、2026-2027 年度釧路ロータ
リークラブ役員・理事の選挙について、を進めさせて
いただきます。釧路ロータリークラブ細則第３条第１
節に基づき、11月６日に次年度役員及び理事の選挙
を告示し、立候補者を募りましたが 11月 13日の立
候補締め切りまでに申し出がございませんでした。従
いまして、細則に基づき指名委員会を設置し、11月
19日に開催した指名委員会において推挙する候補者
を決定いたしました。なお、指名委員会委員は、髙橋
直前会長、工藤会長エレクト、後藤パスト会長、池田
副会長、そして私の５名となっております。
はじめに、次々年度・2027-2028 年度会長候補者を
私から発表し、その後、次年度理事候補者を工藤エレ
クトから発表いたします。
それでは、次々年度会長候補者を発表いたします。指
名委員会において満場一致で決定した樋口貴広君を
次々年度会長に推挙いたします。

樋口貴広君は 2017 年７月１日に入会以降、15年間
に亘りこれまで、地区役員並びに釧路クラブでの各種
事業における実行委員会でも要職を務めあげ、クラブ
への多大な貢献も皆さんが知るところでもあります。
以上の点を含め、人格、経歴ともに素晴らしい人材と
判断し、推挙させていただくことを決定しました。皆
さまの満場の拍手をもってご承認いただければと思い
ます。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。全会一致の承認とさせてい
ただきます。
　それでは、会長ノミニーとなりました樋口貴広君よ
りご挨拶をお願いいたします。

ご挨拶　樋口　貴広会長ノミニー
ご承認いただき、あ
りがとうございまし
た。
いま、荒井会長より
ご紹介いただきまし
たが、2010 年７月
１日に入会して 15
年が過ぎました。その間、クラブではいろいろな役を
務めさせていただき、地区、その他でもいろいろ貴重
な経験をさせていただきました。また、学ぶ場を与え
ていただきました。おかげさまで自分も少しは成長で
きたな、釧路ロータリークラブのおかげで一回り大き
くなれたと大変感謝をしております。
今度は、この感謝の気持ちをお返しするべく、私が釧
路ロータリークラブのために働こうと、釧路ロータ
リークラブが少しでも成長できるよう、できるだけの
ことをしようと強く思っております。
これからスタートまではもう少し時間がございますの
で、しっかりと自分には何ができるのか、何をすべき
かを考えて、その時が来るまでにしっかり決めて行き
たいと思っておりますのでよろしくお願いいたしま
す。
とはいえ、まだまだ未熟でございますので、私一人で
は何もできません。皆さまのお力添えを必要としてお
ります。今まで以上のご指導ご鞭撻、また、ご支援ご
協力をお願いいたしまして挨拶とさせていただきま
す。どうぞよろしくお願いいたします。
ありがとうございました。（拍手）

議長　荒井　　剛会長
樋口貴広ノミニー、ありがとうございました。
続きまして、2026-2027 年度の理事候補者について、
工藤会長エレクトより発表していただきます。工藤会
長エレクト、よろしくお願いいたします。

2026-2027 年度理事候補者発表
　　　　　工藤　彦夫会長エレクト　
皆さん、こんにちは。
2026-2027 年度釧
路ロータリークラブ
理事候補者を上程い
たします。
お名前を呼ばれた方
はその場でご起立く
ださい。
市橋多佳丞君、八幡好洋君、滝越康雄君、横田英喜君、
荒井剛君、樋口貴広君、村上祐二君、日理一哉君、藤
井敬亮君、瀧波大亮君、そして私、工藤彦夫、以上の
11名でございます。よろしくご審議、お願いいたし
ます。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。ただいま発表がありました次
年度理事につきまして、皆さまの拍手をもってご承認
いただければと思います。
（拍手）
ありがとうございます。全会一致でのご承認とさせて
いただきます。それでは工藤会長エレクト、ご挨拶を
お願いいたします。

ご挨拶　工藤　彦夫会長エレクト
ご承認ありがとうございました。
来年は 90周年ということで大きな節目を迎えます。
私たちは責任の重大さを痛感しております。皆さまの
ご協力の下、11人は力を合わせてクラブの運営を進
めたいと思います。
このほかに、会計監査として甲賀伸彦君、副ＳＡＡに
中島徳政君、副幹事としては渡部哲大君、倉見悠介と
なっております。全部で 15名です。
よろしくお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
工藤会長エレクト、ありがとうございます。
これで第１号議案を終わらせていただきます。続いて
第２号議案に移ります。
第２号議案、前年度の財務報告及び現年度の収入と支
出を含む中間報告についてです。まずは、前年度の財
務報告を髙橋直前会長、よろしくお願いいたします。

髙橋　直人直前会長
　こんにちは。11月 19日に吉田会計監査、甲賀会
計よりサインと印鑑をいただいてご承認をいただいて
おります。財務報告をいたします。
前年度の財政報告をさせていただきます。活動実施・
活動報告書ならびに財務報告書を先週、皆さまのパー

ソナルボックスにＵ
ＳＢメモリーにて提
出させていただいて
おりますので、印刷
した資料をテーブル
に１部ずつあります
のでご覧ください。

資料の内容についてからのご説明をさせていただきま
す。
一般会計の資産内訳、積立金の内訳です。釧路ロータ
リークラブ周年積立金が 974 万円。ガバナー事務局
運営協力金は前年度から増減なく 4,862,230 円。姉
妹クラブ交流積立金が 4,341,753 円。特別対策基金
は増減がなく 2,893,000 円。ガバナー補佐運営協力
積立金も増減なく 194,000 円です。ニコニコ献金は
私の年度は 614,000 の寄付がございましたので、こ
れは２年後の雑収入として計上させていただきます。
収入の部です。年度当初は 101 名でスタートしまし
た。当初の予算収入は例会の会場費の値上げのお願い
もあり、 29,421,413 円と見積もっておりましたが、
会員の増強のおかげで７名の会員が入会され、最終的
な収入合計は 32,077,056 円となりました。
収支の部です。25ページです。ＲＩ人頭分担金や寄付
など当初見積もったロータリーレートが 154 円でし
たが、実績として７月に急激な円安の影響もあり、上
期はなんと 161 円１銭、下期が 157 円となり、予算
より多い実績となっております。
クラブ内の内訳は全体的に少しずつ予算を上回る実績
となっております。各委員会などに経費を抑えていた
だきました。大幅な増額の実績となった所で、国際奉
仕委員会の 720,100 円の実績ですが、こちらは予算
で計上していなかった期の初めに台湾からの来訪者へ
の経費、そしてクラブ補助金事業のラチャブリーロー
タリークラブとの共同事業への支出があったことが実
績となっております。目につく所では、予算がゼロに
実績が計上されている所がありますが、これは新たに
項目を増やした所で予算を立てた時に項目がなかった
のでご承認いただければと思います。
結果、単年度の支出合計は 31,199,853 円の実績とな
ります。当初の会費の値上げのおかげもありまして、
繰越金は 877,203 円となりました。この繰越金のう
ち、30万円を嵯峨記念育英会に、57万円を釧路クラ
ブの周年積立金へと振り替えております。
最後に、次年度繰越収益額としては、11,508,975 円
となりました。
以上、簡単ではございますが、前年度の財務報告とさ
せていただきます。
ありがとうございました。

議長　荒井　　剛会長

髙橋直人直前会長、ありがとうございました。
つづいて、今年度の中間報告を横田幹事、願いします。
　
今年度中間報告　　横田　英喜幹事
今年度の中間報告をさせていただきます。中間とは言
いましても、まだ、11月の月次の決算が締まってお
りませんので、10月分までのものになります。毎月、
甲賀会計の熊谷さんから監査を受けておりますので
しっかりできていると思います。
収入の部に移ります。前年同月で考えてしまいますと、
10月分の会費の収入状況については悪かったのです。
前年と比べて人数が多いはずなのに総額としては悪く
て、11月になりまして未納の会員については再請求
をさせていただきました。そのおかげをもちまして、
98.2 パーセントの収入状況になっております。まだ、
若干名の未納の方がおりますが、これから声掛けをし
ていきたいと思いますのでよろしくお願いします。
続いて事業の支出に移ります。今年は地区大会が釧路
で開催されたので、予算には盛り込みましたが多額の
支出にはなっております。ただ、想定内の動きをして
おります。想定以外の部分としては例会費です。予算
では、60パーセントの、それでも少ないのですけれ
ども、出席率を見込んで例会費をとっておりましたが、
実際は 50パーセントを割る数字となっております。
お金が余ることはいいことなのかもしれないのですけ
ど、できるだけ皆さんで声掛けをしていただいて出席
されるように協力をお願いしたいと思います。
それ以降のものについても、想定しているところで行
きたいと思います。円滑な運営を進めて行きたいと思
いますので皆さまのご協力をよろしくお願いいたしま
す。
１月になると下期の会費のお知らせをすると思います
が、その際には円滑な納付をよろしくお願いいたしま
す。
以上となります。

議長　荒井　　剛会長
ありがとうございます。
以上で第２号議案の報告させていただきましたが、第
２号議案について、皆さまの拍手をもちましてご承認
とさせていただければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
ありがとうございます。では、全会一致のご承認とさ
せていただきます。
　続きまして、第３号議案に移ります。第３号議案、
釧路ロータリークラブ定款・細則の変更について。こ
れについては横田幹事、よろしくお願いします。

横田　英喜幹事
　10月の理事会の後の翌週の例会および先週の例会

の幹事報告で、定款変更および細則の変更についての
ご案内をさせていただきました。
　なぜ、いま定款を変更しなければいけないかを説明
させていただきます。今年の５月に規定審議会という
ものが開催されました。規定審議会はどういうものか
というと、３年に１回開催される規定審議会は、ロー
タリーの組織の規定に関して変更を加える制定案と理
事会の意見を表明する意見表明案とに分かれておりま
して、そこでロータリーの標準ロータリークラブ定款
の変更が決められます。その３年に 1回の変更を受
けて、それぞれのロータリークラブは標準ロータリー
クラブ定款に則った変更を加えないといけないという
形になっております。それを受けての釧路クラブの今
回のロータリークラブの定款変更になります。
　大まかに変更する点を申し上げます。標準ロータ
リークラブ定款によって変わる部分です。大きく変わ
る部分としては、用語の変更の部分。地区研修協議会、
昔、ＰＥＴＳと呼ばれていたものは、クラブ・リーダー
シップ・ラーニング・セミナーに変更されましたので、
その部分を変更しました。用語の意義の変更がひとつ。
　もうひとつは、第７条です。年次総会はその他の例
会という名称に変えて、それを 12月末までに、31
日までに開催するという部分を１月 31日までに延長
する、という変更が加わっております。
　いま行っております中間財務諸表の発表も１月 31
日までにする、という変更になっております。
　大きく変わる所では、13条の会員身分の存続とい
う所です。自動的終結がＲＩ理事会によって決まって
おります。細則の手続きに従ってＲＩ理事会がクラブ
に指示した場合には、会員資格は自動的に終結をする、
と今年の規定審議会で変わりましたので、それを盛り
込んだロータリークラブの定款となっております。
　これは、これはダメだということではなくて、従わ
なければいけないということで理解をいただければと
思います。
　続きまして、細則に移りたいと思います。

　皆さんのお手元に、変更部分の冊子を配っておりま
す。
　第５条の会則の部分。第１節、本クラブの年次総会
を、赤字の部分です、原則として 12月第一例会に開
催し、次年度の役員と理事の選挙を行う。今日の例会
のことになります。ただし、理事会においてやむを得
ない事情があると判断した場合には、年次総会の開催
を前後２週間以内に変更することができる、と赤字の
部分を加えさせていただいております。
釧路クラブについては台北の旅行がある関係で、この
ように幅を持たせた形で年次総会を開催させていただ
きたいというのが込められておりますので、慎重な審
議をお願いいたします。

議長　荒井　　剛会長
　ありがとうございました。時間が迫ってまいりまし
たが、内容は、いま幹事が話したとおり細則の一部を
変更することになります。内容については前回と前々
回、幹事のほうからメールでも配られていました。そ
れに加えて今日の説明があったと思います。これにつ
いても、皆さまの拍手をもちまして承認とさせていた
だければと思います。いかがでしょうか。
（拍手）
　ありがとうございます。これで細則の変更が承認さ
れたと理解します。
　以上で本日の議案は終了となります。皆さまのご協
力により円滑に進行することができました。ありがと
うございました。
　以上で議長の任を解かせていただきます。本日はあ
りがとうございました。

本日のニコニコ献金

■荒井　　剛君　アッラサーム・アライクム　台北の前に 5日間程サウジアラビアに行き、多くの学びを得
　　　　　　　　て無事帰ってきました。
■荒井　　剛君　総勢 17名で台北中央ロータリー 40周年式典に参加してまいりました。釧路ロータロー
　　　　　　　　クラブを代表して皆でキツネダンスを踊ってきました。謝謝。
■池田　一己君　初めて台湾に行ってまいりました。台北中央との絆の強さを知りました。
■横田　英喜君　無事　台湾ツアーを終えました。参加された皆様お疲れさまでした。

今年度累計　　152,000 円　　


